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第２章　生活環境の保全と創造

（1） 大気汚染監視測定体制

　大気汚染の状況を正確に把握し、 実態に即応した

適切な防止対策を進めるため、 県内各地に測定局

を設置し、 自動測定器による監視測定を行っていま

す。

ア　一般環境大気

　県では11市４町に20測定局を設置し、 二酸化硫

黄、 窒素酸化物、 浮遊粒子状物質、 オキシダン

トなどの測定を実施しています。

　その他、 前橋市が２測定局、 高崎市が３測定局

で測定を実施しています。

イ　自動車排出ガス

　県では６市に６測定局を設置し、 一酸化炭素、

窒素酸化物、 非メタン炭化水素、 浮遊粒子状物

質などの測定を実施しています。

　その他、 環境省が１測定局、 高崎市が１測定局

で測定を実施しています。

　一般環境大気測定結果は表2－2－2－1、 自動車排出

ガス測定結果は表2－2－2－2のとおりです。

　測定局の適正配置や測定項目の再検討、 固定局

では調査できない大気汚染状況調査のために、 平

成14年度から大気汚染移動観測車による測定を行っ

ています。

第２節　大気環境の保全、 騒音 ・ 振動 ・ 悪臭の防止

１　大気環境の監視と保全

 環境基準達成率 （平成22年度）

 一般環境大気測定局 二酸化硫黄 100％ （15／15局）

  二酸化窒素 100％ （20／20局）

  浮遊粒子状物質 100％ （22／22局）

  一酸化炭素 100％ （1／1局）

  光化学オキシダント 0％ （0／20局）

 自動車排出ガス測定局 二酸化硫黄 100％ （2／2局）

  二酸化窒素 100％ （8／8局）

  浮遊粒子状物質 100％ （7／7局）

  一酸化炭素 100％ （7／7局）

 騒音 騒音 79％ （108／136地点）

  自動車騒音 66％ （29／44地点）

  道路交通騒音面的評価 94％

   （4路線の推定値）

  高速道路 95％ （19／20地点）

  新幹線 33％ （6／18地点）

大気汚染監視測定の状況は、 群馬県大気汚染常時監視システムホームページやテレホンサービスにて

お知らせしています。

・ インターネットhttp://www.taiki-gunma.jp/index.html

・ 電話027－220－1017 （音声案内後、 FAXで受信することも選択できます。）

大気汚染移動観測車
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表２－２－２－１　一般環境大気測定結果 （平成22年度）

測定局

二酸化硫黄

（ＳＯ２）

二酸化窒素

（NO２）

浮遊粒子状物質

（ＳＰＭ）

一酸化炭素

（ＣＯ）

光化学オキシダント

（Ox）

非メタン炭化水素

（ＮＭＨＣ）

年平均値

(ppm)

環境基準

達成状況

年平均値

(ppm)

環境基準

達成状況

年平均値

(㎎/㎥)

環境基準

達成状況

年平均値

(ppm)

環境基準

達成状況

年平均値

(ppm)

環境基準

達成状況

年平均値

(ppmC）

1 前橋 0.005 ○ 0.009 ○ 0.019 ○ 0.200 ○ 0.036 × 0.23

2 前橋① 0.000 ○ 0.011 ○ 0.019 ○ － － 0.055 × －

3 前橋② 0.000 ○ 0.010 ○ 0.017 ○ － － 0.053 × －

4 高崎1 － － － － － － － － 0.034 × －

5 箕郷 － － － － － － － － 0.041 × －

6 高崎① 0.001 ○ 0.013 ○ 0.016 ○ － － 0.039 × －

7 高崎② 0.002 ○ － － 0.030 ○ － － － － －

8 高崎④ 0.001 ○ － － 0.027 ○ － － － － －

9 桐生 － － 0.008 ○ 0.014 ○ － － 0.034 × －

10 伊勢崎 － － 0.015 ○ 0.023 ○ － － 0.039 × －

11 太田 0.004 ○ 0.014 ○ 0.015 ○ － － 0.035 × －

12 新田 － － 0.012 ○ 0.019 ○ － － 0.035 × －

13 沼田 0.004 ○ 0.009 ○ 0.015 ○ － － 0.033 × －

14 館林 0.003 ○ 0.012 ○ 0.017 ○ － － 0.036 × 0.27

15 渋川1 0.001 ○ 0.005 ○ 0.018 ○ － － 0.037 × －

16 渋川4 0.001 ○ 0.008 ○ 0.019 ○ － － － － －

17 藤岡 － － 0.014 ○ 0.016 ○ － － 0.031 × －

18 富岡 － － 0.010 ○ 0.017 ○ － － 0.037 × －

19 安中1 0.002 ○ 0.006 ○ 0.017 ○ － － － － －

20 安中4 0.003 ○ 0.008 ○ 0.017 ○ － － － － －

21 安中6 0.003 ○ 0.007 ○ 0.018 ○ － － 0.036 × －

22 吾妻 0.003 ○ 0.006 ○ 0.016 ○ － － 0.033 × －

23 みなかみ － － － － － － － － 0.035 × －

24 玉村 － － 0.009 ○ 0.017 ○ － － 0.036 × －

25 大泉 － － 0.015 ○ 0.024 ○ － － 0.036 × －

設置数

（環境基準達成局数）
15 （15） 20 （20） 22 （22） 1 （1） 20 （0） 2

環境基準達成率 100% 100% 100% 100% 0%

表２－２－２－２　自動車排出ガス測定結果 （平成22年度）

測定局

二酸化硫黄
（SO２）

二酸化窒素
（NO２）

浮遊粒子状物質
（SPM）

一酸化炭素
（CO）

非メタン炭化水素
（NMHC）

年平均値
（ppm）

環境基準
達成状況

年平均値
（ppm）

環境基準
達成状況

年平均値
（㎎/㎥）

環境基準
達成状況

年平均値
（ppm）

環境基準
達成状況

年平均値
（ppmC）

1 国設前橋 － － 0.015 ○ 0.025 ○ 0.4 ○ －

2 高崎① － － 0.023 ○ － － 0.4 ○ －

3 伊勢崎 － － 0.010 ○ 0.023 ○ 0.3 ○ 0.21

4 太田 － － 0.014 ○ 0.017 ○ 0.4 ○ 0.31

5 沼田 － － 0.005 ○ 0.010 ○ － － －

6 館林 － － 0.020 ○ 0.018 ○ 0.5 ○ 0.29

7 渋川 0.001 ○ 0.014 ○ 0.022 ○ 0.4 ○ 0.18

8 安中 0.002 ○ 0.017 ○ 0.017 ○ 0.2 ○ 0.15

設置数
（環境基準達成局数）

2 （2） 8 （8） 7 （7） 7 （7） 5

環境基準達成率 100% 100% 100% 100%

（注） １ 環境基準達成状況欄は、 ○は達成を、 ×は非達成を示しています。 光化学オキシダントは短期的評価、 他
の項目は長期的評価によるものです。

 ２ 国設前橋局は、 環境省所有のものです。
 ３ 測定局舎名の番号に○のついている局舎は、 大気汚染防止法上の政令市 （前橋市 ・高崎市） 所有のもので

す。
 ４ 測定設備がない場合は、「－」 で表示しています。
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（2） 一般環境大気測定結果

ア　硫黄酸化物＊１

　硫黄酸化物は、 石炭、 石油などの硫黄分を含

む燃料を燃やすことに伴って発生します。 二酸化

硫黄と三酸化硫黄とがありますが、 大部分は二酸

化硫黄として排出されます。 濃度の測定は二酸化

硫黄で行い、 環境基準も二酸化硫黄で設定され

ています。

　平成22年度の測定結果によると、 全測定局で環

境基準を達成しており、 年平均値の経年変化は、

図2－2－2－1のとおりです。

イ　窒素酸化物＊２

　窒素酸化物は、 一酸化窒素と二酸化窒素の総

称で、 発生源は工場、 事業場及び自動車などが

あり、 燃料の燃焼過程において空気中の窒素と酸

素の反応により生ずるものと、 燃料中の窒素が酸

化されて生ずるものがあります。 大部分は一酸化

窒素の形で排出され、 大気中で二酸化窒素に変

化します。

　窒素酸化物は、それ自体が有害であるばかりでなく、

光化学オキシダントや酸性雨の原因物質であることか

ら、 その対策が課題となっています。

ａ　二酸化窒素＊３

　平成22年度の測定結果によると、 全測定局で

環境基準を達成しています。 また、 二酸化窒素

の年平均値の経年変化は図2－2－2－2のとおり

です。

ｂ　一酸化窒素＊４

　一酸化窒素については、 環境基準は定められ

ていません。 平成22年度の測定結果は、 年平

均値0.001～0.006ppm （前年度年平均値0.001～

0.015ppm） の範囲となっています。

＊１硫黄酸化物 ： 硫黄と酸素とが結合してできます。 代表的なものとして二酸化硫黄 （亜硫酸ガス）、 三酸化硫黄 （無水硫酸） などがあります。 二酸化

硫黄は刺激性の強いガスで、 1～10ppm程度で呼吸機能に影響を及ぼします。 主な発生源としては、 自然界では火山ガス、 一般環境ではボイラー等の

重油の燃焼があります。
＊２窒素酸化物：窒素と酸素の反応によって生成する窒素酸化物は、 一酸化窒素、 二酸化窒素、 三酸化二窒素及び五酸化二窒素などが知られています。

このうち大気汚染の原因になるのは一酸化窒素、 二酸化窒素です。
＊３二酸化窒素 ： 赤褐色の気体で毒性が強く、 気管支炎やぜんそく、 肺水腫の原因となるなど、 呼吸器に影響を及ぼします。
＊４一酸化窒素 ： 無色の気体で液化しにくく空気よりやや重く、 空気または酸素に触れると赤褐色の二酸化窒素に変わります。 血液中のヘモグロビンと結

合し酸素供給能力を妨げ、 中枢神経をマヒさせ貧血症をおこすことがあります。

図２－２－２－１　二酸化硫黄の年平均値経年変化
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図２－２－２－２　二酸化窒素の年平均値経年変化
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ウ　浮遊粒子状物質＊１

　浮遊粒子状物質は大気中に比較的長時間滞留

し、 私たちの健康に影響を与えるといわれていま

す。

　平成22年度の測定結果によると、 全測定局で環

境基準を達成しています。 浮遊粒子状物質の年

平均値の経年変化は図2－2－2－3のとおりです。

エ　一酸化炭素＊２

　一酸化炭素は有機物の不完全燃焼により発生し、

大気汚染として問題になる部分としては、 主に自

動車の排出ガスによるものです。

　平成22年度の測定結果によると、 前橋局におけ

る年平均値が0.2ppm （前年度年平均値0.2ppm）

となり、 環境基準を達成しています。

オ　光化学オキシダント＊３

　光化学オキシダントは、 物の燃焼によって発生

する窒素酸化物と、 自動車、 石油化学工業、 有

機溶剤の使用過程などから排出される炭化水素と

が、 大気中で紫外線にあたって複雑な光化学反

応により生成される酸化性物質の総称で、 オゾン

を主成分としています。 こうした大気中で新たに生

成する汚染物質を二次汚染物質といいます。

　平成22年度の測定結果によると、 全測定局で環

境基準を達成していません。 また、 夏季を中心に

その濃度が著しく上昇 （0.120ppm以上） し、 光

化学オキシダント （スモッグ） 注意報＊４が発令さ

れる場合もあります。 光化学オキシダントの年平均

値の経年変化は図2－2－2－4のとおりです。

＊１浮遊粒子状物質 ： 浮遊粉じんのうち粒径が10μm以下の粒子をいいます。 10μm以下の粒子では気道、 肺胞への付着率が高くなります。
＊２一酸化炭素 ： 無味、 無臭、 無色、 無刺激の空気より少し軽いガスで、 有機物の不完全燃焼により発生します。 大気汚染として問題となる大部分は、

自動車の排出ガスによるものです。 このガスを体内に吸入すると、 血液 （赤血球） 中のヘモグロビンと結合し酸素供給能力を妨げ中枢神経をマヒさせ、

貧血症をおこすことがあります。
＊３光化学オキシダント ： 自動車や工場 ・ 事業所から大気中に排出された窒素酸化物や炭化水素等が、 太陽光線に含まれる紫外線を受けて化学反応を

おこして生成されるオゾン、 アルデヒド、 パーオキシアセチルナイトレート等、 酸化力の強い物質の総称です。 高濃度になると粘膜を刺激するため、 目が

チカチカしたり喉がいがらっぽく感じる等の健康被害が発生する恐れがあります。 また、 植物に対しても葉が枯れるなどの影響を及ぼすことがあります。
＊４光化学オキシダント （スモッグ） 注意報 ： 大気中のオキシダント濃度が高濃度となり、 気象条件等を勘案してその状態が継続すると判断される際に発

令しています。 健康被害を防止するため、 屋外での激しい運動を控えるよう教育施設や関係機関に伝達して注意を促しています。 また、 汚染状況をなる

べく早期に改善させるため、 オキシダント発生の原因となる汚染物質を大量に排出している工場 ・ 事業所に対して排出量を抑制するよう要請しています。

大気中のオキシダント濃度は例年４月から９月の間に高濃度となることが多く、 また、 気象条件としては、 日差しが強く、 気温が高く、 弱い風が吹いてい

るときに高濃度になりやすい傾向があります。

図２－２－２－３　浮遊粒子状物質の年平均値経年変化
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カ　炭化水素＊１

　炭化水素は炭素と水素だけからなる有機化合物

の総称で光化学オキシダントの原因物質の一つで

あるため、 その低減が必要となっています。

ａ　非メタン炭化水素

　平成22年度の測定結果は、 各測定局におけ

る年平均値が0.23～0.27ppmC＊２ （前年度年平

均値0.17～0.26ppmC） の範囲でした。

　非メタン炭化水素に係る光化学オキシダント生

成防止のための指針には 「午前６時から午前９

時までの３時間平均値が0.20～0.31ppmCの範

囲」 と定められています。

　平成22年度の測定結果で、 各測定局におけ

る３時間平均値が0.31ppmCを超えた日数は、

35～105日でした。

ｂ　メタン

　平成22年度の測定結果は、 各測定局におけ

る年平均値が1.92～1.97ppmCの範囲でした。

＊１炭化水素 ： 石油、 石油ガスの主成分であり、 溶剤、 塗料、 医薬晶及びプラスチック製品などの原料として便用されています。 さらに自動車排出ガスに

も含まれています。 環境大気中のメタンを除いた炭化水素 （非メタン炭化水素） は、 窒素酸化物とともに光化学オキシダントの主原因物質のため、 光化

学オキシダント生成の防止のために濃度の指針が定められており、 単位はppmCで示します。 また、 全炭化水素とは、 大気中の炭化水素の測定に用い

られている自動測定器で測定されるメタンと非メタン炭化水素の合計数値で表したものです。
＊２ppmC ： 炭化水素の濃度をメタンの濃度に換算するため、 炭素原子数を基準として表した100万分の1の単位です。

図２－２－２－４　光化学オキシダントの年平均値経年変化
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黄砂の影響コラム

　黄砂は、 中国大陸内陸部のタクラマカン砂漠や黄土高原などの乾燥地域で、 風によって巻き上げられた土壌 ・

鉱物粒子が偏西風に乗って日本に飛来し、 大気中に浮遊あるいは降下する現象です。

　風によって舞い上げられた黄砂は、 周辺の生活環境に被害を与えるばかりでなく、 黄砂粒子を核とした雲の発

生 ・ 降水過程を通して地球全体の気候に影響を及ぼしています。

　また、 海洋へも降下して、 海洋表層のプランクトンへのミネラル分の供給を通して海洋の生態系にも大きな影響

を与えていると考えられています。

　黄砂の飛来自体は自然現象ですが、近年ではその輸送途中で人為起源の大気汚染物質を取り込んでいるため、

その健康影響も指摘されています。 黄砂は微小な砂粒ですので、 飛来の程度によっては浮遊粒子状物質や微小

粒子状物質の環境基準を超過させることもあります。

　黄砂は例年、 ２月から増加し始め、 ４月にピークを迎えます。 しかし、 若干ではありますが、 年間を通して日本

列島に飛来しており、 最近では秋季に大規模な飛来が観測された例も報告されています。

　黄砂飛来に関する情報は、 下記のホームページから覧になれます。 （２月から５月まで）

　◎気象庁黄砂情報 （予測図） http://www.jma.go.jp/jp/kosafcst/index.html

　◎環境省黄砂飛来情報http://soramame.taiki.go.jp/dss/kosa/index.html

（3） 自動車排出ガス測定結果

ア　硫黄酸化物

　平成22年度の測定結果によると、 全測定局で環

境基準を達成しています。 また、 各測定局におけ

る年平均値は0.001～0.002ppmの範囲となってい

ます。

イ　窒素酸化物

　ａ　二酸化窒素

　平成22年度の測定結果によると、 全測定局で

環境基準を達成しています。 また、 各測定局に

おける年平均値は0.005～0.023ppmの範囲とな

っています。

　ｂ　一酸化窒素

　平成22年度の測定結果は、 各測定局におけ

る年平均値が0.004～0.032ppmの範囲でした。

ウ　浮遊粒子状物質

　平成22年度の測定結果によると、 全測定局で測

定局で環境基準を達成しました。 各測定局におけ

る年平均値は0.010～0.025㎎/㎥の範囲となって

います。

エ　一酸化炭素

　平成22年度の測定結果によると、 全測定局で環

境基準を達成しています。 また、 各測定局におけ

る年平均値は0.2～0.5ppmの範囲となっています。

オ　炭化水素

　ａ　非メタン炭化水素

　平成22年度の測定結果は、 各測定局におけ

る年平均値が0.15～0.31ppmCの範囲でした。

　また、 各測定局における３時間平均値が

0.31ppmCを超えた日数は、 12～154日でした。

　ｂ　メタン

　平成22年度の測定結果は、 各測定局におけ

る年平均値が1.90～1.98ppmCの範囲でした。

カ　微小粒子状物質 （参考）

　平成22年度に国設前橋局で測定した結果、 年

平均値は17.0μg/㎥でした。 ただし、 測定機器

が等価性のないものであるため、 参考値となりま

す。
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（1） 未測定地域における大気汚染の実態調査

　現在、 大気汚染常時監視測定局を設置していない

地域における汚染実態を調査するため、 移動観測

車を用いて測定を行いました。

　測定結果は表2－2－2－3のとおりです。 どちらの地

点においても主に自動車由来の二酸化窒素濃度は

県内都市部よりも低い一方、 光化学オキシダントに

ついては隣接する市と同等かそれ以上の濃度であり、

環境基準を超えていることがわかりました。

（2） 高速自動車道沿道の自動車排出ガス測定結果

　高速自動車道沿道での自動車排出ガスによる大気

汚染の状況調査を平成15～20年度 （19年度を除く）

に実施したところ、 関越自動車道 ・ 上信越自動車

道 ・ 北関東自動車道においてそれぞれ環境基準を

達成していました。

　今年度は、 上信越自動車道において休日割引の

影響をみるため、 移動観測車を用いて追加調査を

行いました。

　測定結果は表2－2－2－4のとおりです。 測定した全

ての項目について環境基準は達成していましたが、

二酸化窒素濃度は近隣の一般的な地点より濃度が

高く、 高速道路の影響が若干見られました。 また、

平日と休日の二酸化窒素濃度を比較したところ、 平

日の方が高く、 休日割引の影響は見られませんでし

た。

２　大気環境調査

(注) 環境基準が設定されていない箇所を 「－」 で表示しています。

(注) 環境基準が設定されていない箇所を 「－」 で表示しています。

表２－２－２－３　未測定地域における大気汚染の実態調査結果 （平成22年度）

調査地点

二酸化硫黄（ppm） 二酸化窒素（ppm） 浮遊粒子状物質(㎎/㎥) 光化学オキシダント（ppm）

日平均値
の最高値

１時間値
の最高値

日平均値
の最高値

期    間
平 均 値

日平均値
の最高値

１時間値
の最高値

日平均値
の最高値

昼間の1時間
値の最高値

富岡市妙義町
（５月上旬～６月上旬）

0.003 0.006 0.014 0.0082 0.035 0.068 0.066 0.123

吾妻郡高山村
（６月中旬～８月上旬）

0.003 0.007 0.006 0.0036 0.041 0.150 0.062 0.119

環境基準 0.04 0.10 0.06 － 0.10 0.20 － 0.06

表２－２－２－４　高速自動車道沿道の自動車排出ガス測定結果 （平成22年度）

調査地点

二酸化硫黄（ppm） 二酸化窒素（ppm） 浮遊粒子状物質(㎎/㎥) 光化学オキシダント（ppm）

日平均値
の最高値

１時間値
の最高値

日平均値
の最高値

期    間
平 均 値

日平均値
の最高値

１時間値
の最高値

日平均値
の最高値

昼間の1時間
値の最高値

藤岡市篠塚
（11月中旬～12月中旬）

0.002 0.004 0.033 0.021 欠測 欠測 0.023 0.046

環境基準 0.04 0.10 0.06 － 0.10 0.20 － 0.06
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（3） 有害大気汚染物質対策

　有害大気汚染物質とは、 継続的に摂取されると人

の健康に影響を与えるおそれのある物質のことで、

現在該当する可能性があるとされている物質は248物

質あります。 県では、 その中で優先的に対策に取り

組まなければならない22物質のうち19物質について

調査しました。 県内の５地点 （伊勢崎市、 沼田市、

渋川市、 安中市、 大泉町） で調査し、 その結果は

表2－2－2－5のとおりです。 ベンゼン、 トリクロロエチ

レン、 テトラクロロエチレン、 ジクロロメタンの４物質は

環境基準値が、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、

水銀及びその化合物、 ニッケル及びその化合物、 ク

ロロホルム、 1,2－ジクロロエタン、 1,3－ブタジエン、

ヒ素及びその化合物の８物質については、 健康リス

ク低減のための指針値が設定されてまいす。

　これらすべての物質において、 調査した５地点とも

にそれらの値を下回っていました。

有害大気汚染物質調査の様子

(注) ・ 測定方法は環境省の 「有害大気汚染物質測定法マニュアル」 による。
 ・ 環境基準値　ベンゼン ： 3μg/㎥,トリクロロエチレン ： 200μg/㎥,
 　 （年平均値） テトラクロロエチレン ： 200μg/㎥,ジクロロメタン ： 150μg/㎥
 ・ 指針値 アクリロニトリル ： 2μg/㎥,塩化ビニルモノマー ： 10μg/㎥,
 　 （年平均値） 水銀及びその化合物 ： 0.04μgHg/㎥,ニッケル及びその化合物 ： 0.025μgNi/㎥,
 　　　　　　　クロロホルム ： 18μg/㎥,1,2－ジクロロエタン ： 1.6μg/㎥,
 　　　　　　　1,3－ブタジエン ： 2.5μg/㎥,ヒ素及びその化合物 ： 0.006μg/㎥

表２－２－２－５　有害大気汚染物質測定結果 （平成22年度）
　　　　　　　　　　　　 （単位 ： μg/㎥ ）

調　査　場　所
伊勢崎市立
茂呂小学校

沼 田 市 立
沼田小学校

渋　 川　 市
低区配水所

安 中 市
野殿地区

大泉町立
南中学校

濃度（年平均値）

アクリロニトリル 0.030 0.033 0.078 0.053 0.060

塩化ビニルモノマー 0.026 0.016 0.024 0.034 0.015

1,3－ブタジエン 0.058 0.035 0.055 0.047 0.071

ジクロロメタン 1.7 0.78 0.92 0.92 2.0

クロロホルム 0.14 0.099 0.11 0.17 0.16

1,2－ジクロロエタン 0.17 0.12 0.14 0.20 0.20

ベンゼン 1.8 0.95 0.99 2.1 2.3

トリクロロエチレン 1.9 0.25 0.40 0.56 2.2

テトラクロロエチレン 0.20 0.063 0.091 0.12 0.13

酸化エチレン 0.095 0.076 0.079 0.094 0.11

ホルムアルデヒド 2.7 2.6 2.3 2.1 3.0

アセトアルデヒド 1.9 1.7 1.3 1.3 2.2

ベンゾ[a]ピレン 0.00013 0.00014 0.00015 0.00011 0.00013

水銀及びその化合物 0.0021 0.0020 0.0017 0.0026 0.0022

ニッケル及びその化合物 0.0031 0.0012 0.0029 0.0015 0.0027

ヒ素及びその化合物 0.0015 0.0011 0.0011 0.0014 0.0015

ベリリウム及びその化合物 0.000042 0.000012 0.0000089 0.0000096 0.000025

マンガン及びその化合物 0.038 0.011 0.013 0.016 0.030

クロム及びその化合物 0.0062 0.0016 0.0056 0.0021 0.0053
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（1） 法律 ・ 条例による規制

ア　大気汚染防止法による規制

　大気汚染防止法による規制対象施設には、 32

種類のばい煙＊１発生施設 （一定規模以上のボイ

ラー、 金属加熱炉など） と５種類の一般粉じん発

生施設 （堆積場、 破砕機など） 及び９種類の特

定粉じん発生施設 （石綿を排出するおそれのある

解綿用機械、 混合機など） があります。 また、 特

定粉じん排出等作業 （吹付け石綿を使用している

建物等の解体、 補修など） も規制の対象となって

います。 規制対象物質は、 ばい煙として硫黄酸

化物、 ばいじん、 有害物質 （カドミウム、 塩素、

塩化水素、ふっ素、鉛、窒素酸化物など） があり、

ほかに石綿、 粉じんがあります。 なお、 それぞれ

の施設ごとに排出基準、 管理基準などが定められ

ています。

イ　群馬県の生活環境を保全する条例による規制

　条例による規制対象施設には、 ９種類のばい煙

特定施設 （電気分解槽など） と５種類の粉じん特

定施設 （こんにゃく製粉施設など） があります。

（2） ばい煙発生施設等の届出状況

　大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設は、 平

成23年３月末現在、 1,174事業所 （政令市所管の事

業所を除く）、3,340施設 （政令市所管の施設を除く）

です。 （政令市とは、 前橋市及び高崎市をいいま

す。）

　また、 群馬県の生活環境を保全する条例によるば

い煙特定施設については平成23年３月末現在、 146

事業所、 709施設となっています。

（3） 規制基準＊２遵守状況調査

　大気汚染防止法、 群馬県の生活環境を保全する

条例の規定に定められているばい煙発生施設、 ば

い煙特定施設、 一般粉じん発生施設、 粉じん特定

施設及び揮発性有機化合物排出施設を設置してい

る工場 ・ 事業場並びに特定粉じん排出等作業場に

対し立入検査を行い、 指導をしました。

　平成22年度は、 ばい煙発生施設等を設置する326

事業所等に対して、 排出ガス中のばい煙量、 ばい

煙濃度の測定、 施設の維持管理及び自主分析の確

認などについて、立入検査を実施し、指導をしました。

　また、 ばい煙等濃度の測定を29事業所、 29施設

で行ったところ、 １事業所、 １施設が排出基準に不

適合でした。 排出基準不適合事業所に対しては、

文書による改善指導を行いました。

（1） 大気汚染緊急時対策

　大気汚染防止法では、 大気の汚染が著しくなり人

の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれが

ある場合に、 健康被害を防止するため、 住民への

周知、 ばい煙排出者への排出量減少の協力要請等

の措置を行うよう規定されています。

　このため、光化学オキシダント等の濃度が高くなった際

に 「群馬県大気汚染緊急時対策実施要綱」 に基づき、

注意報の発令などの対策を行っています。

　平成22年度の発令状況は、 光化学オキシダントに

ついて、 表2－2－2－6のとおり、 注意報を12回発令し

ました。

　なお、 当県では平成14年度から 「光化学スモッグ

注意報」 を 「光化学オキシダント注意報」 と表現し

ています。

（2） 大気汚染事故対策

　従来、 大気汚染事故 （自然災害、 事故災害による

ものも含む） が発生した際は、 群馬県地域防災計画

に基づいて対応を行ってきましたが、 小規模の大気

汚染事故など規定対象外の事故についても迅速に対

応を行うため 「大気汚染事故対応要綱」 を制定し、

平成15年４月１日から施行しています。

　この要綱において、環境保全課、環境森林事務所、

環境事務所及び衛生環境研究所の対応や県関係機

関相互の連絡対応について必要な事項を定め、 当

該事故による環境への影響を最小限にとどめるよう、

より一層連携して対応していきます。

＊１ばい煙：硫黄酸化物、ばいじん及び有害物質の総称です。 ばいじんは、ボイラーや電気炉等から発生するすすや固体粒子をいいます。 有害物質には、

物の燃焼、 合成、 分解等に伴って発生するカドミウム、 塩素、 ふっ素、 鉛、 窒素酸化物などの人の健康又は生活環境に有害な物質をいいます。
＊２規制基準 ： 事業者がばい煙、 汚水、 騒音、 振動及び悪臭を発生又は排出させる場合において守らなければならない基準として、 公害関係法令及び

群馬県の生活環境を保全する条例において定められています。

３　規制基準遵守状況調査

４　大気汚染による健康被害の防止対策
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＊１光害 ： 屋外照明器具から発する光のうち、 目的の照明範囲の外に漏れる光によって起こる、 様々な悪影響を 「光害 （ひかりがい）」 といいます。 屋

外照明が周辺環境へ及ぼす影響としては居住者、 運転者、 歩行者への不快な影響および動植物への悪影響、 夜空の明るさへの影響などがあります。

　大気の状態は、 普段目で見て確かめることが難し

いものです。 全国星空継続観察 （スターウォッチン

グ ・ ネットワーク） は、 肉眼や双眼鏡を使った身近

な方法による星空観察を通して、 大気の状態を一般

の方々に見てもらうことが目的の一つです。 この観察

は環境省の主催により、全国の地方公共団体、学校、

市民グループ等が協力し、 毎年夏期と冬期の２回、

全国一斉に実施しています。

　これまでの観察の結果、 大都市ほど星が見えにくく

なっていることが確認されています。 星が見えにくく

なるのは、 地上から発した人工の光が、 大気中のち

り等の大気汚染物質に反射して、 夜空が自然の状

態より明るくなっているためです。 しかし、 近年では

町村部でも星が見えにくくなっていて、 光害＊１や大

気汚染が大都市周辺へも拡大していることが、 示唆

されます。 必要以上の照明は光害だけでなく、 エネ

ルギーの浪費にもつながります。

５　県民参加事業

表2－2－2－6　光化学オキシダント緊急時発令状況 （平成22年度）

発令
回数

発令年月日 (曜日) 緊急時種類 発令地区 発令～解除の時刻
最高濃度

時刻 ｐｐｍ

1 H22.5.18 （火） 注意報 吾妻地区 15:20～16:20 15:00 0.122

2 H22.6.12 （土） 注意報 館林地区 14:20～17:00 15:00 0.124

3 H22.6.17 （木） 注意報
高崎地区 16:20～19:04 17:00 0.129

伊勢崎地区 16:20～19:00 17:00 0.124

4 H22.7.20 （火） 注意報 館林地区 16:20～20:00 19:00 0.145

5 H22.7.22 （木） 注意報

伊勢崎地区 13:20～18:58 18:00 0.141

太田地区 15:20～18:58 18:00 0.145

館林地区 13:20～18:58 17:00 0.167

大泉地区 15:20～18:58 17:00 0.149

6 H22.7.27 （火） 注意報 館林地区 14:20～17:00 15:00 0.146

7 H22.8.21 （土） 注意報 館林地区 15:20～18:28 17:00 0.138

8 H22.8.26 （木） 注意報

太田地区 16:20～18:00 17:00 0.132

館林地区 15:20～18:00 16:00 0.146

大泉地区 16:00～18:00 16:00 0.140

9 H22.8.28 （土） 注意報 館林地区 15:20～17:00 15:00 0.132

10 H22.8.31 （火） 注意報

高崎地区 15:20～18:14 17:00 0.141

伊勢崎地区 15:20～18:00 16:00 0.141

渋川地区 16:20～17:20 16:00 0.120

藤岡地区 16:20～18:00 16:00 0.132

富岡地区 16:20～18:14 17:00 0.144

吾妻地区 14:20～15:20 14:00 0.121

大泉地区 15:20～17:00 15:00 0.124

11 H22.9.1 （水） 注意報
館林地区 15:20～17:20 16:00 0.143

大泉地区 16:20～18:00 17:00 0.130

12 H22.9.11 （土） 注意報 大泉地区 16:20～17:58 17:00 0.130

ぐんま天文台反射式天体望遠鏡
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＊１酸性雨 ： 狭い意味ではpHが5.6以下の雨のことです。 酸性雨は化石燃料等の燃焼によって生じる硫黄酸化物や窒素酸化物が大気中で硫酸や硝酸な

どに変化し、これらが雨 （雲） に取り込まれることによって起こります。 広く酸性雨という場合には、雨のほか酸性の霧やガスなどの地上への降下も含み、

これらを酸性降下物と呼ぶ場合もあります。 酸性雨が湖沼や森林に降り注いだ場合には生態系を破壊する可能性があり、 都市部では建造物等が腐食し

てしまうなどの被害が考えられます。

（1） 酸性雨＊１

　平成３年度から降水のpHなどを把握するため、 前

橋市郊外で調査を実施しています。

　平成22年度の降水について通年観測したところ、

pHは4.4～5.8、 平均pHは4.8でした。 pH年平均値

の経年変化は図2－2－2－5のとおりで、 最近10年で

はやや上昇傾向にあります。

（2） 赤城山での調査

　山岳部に発生する酸性霧について、 その性状を長

期的に把握するため、 衛生環境研究所が赤城山で

調査を実施しています。

　この調査結果は、 表2－2－2－7のとおりで、 霧水の

平均pHは4.1でした。

　また、 同地点で環境省が雨の調査を実施していま

す。 この結果は、 pH4.2～6.3で、 平均pHは4.8でし

た。このように、同じ場所で採取してもほとんどの場合、

雨と霧では霧の方がpHが低くなります。 これは、 霧

の方がより大気汚染物質を取り込みやすいためで

す。

６　酸性雨 ・ 酸性霧

pH

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

図２－２－２－５　降水のpH平均値の経年変化（前橋市）

12 13 14 15
年度

16 1817 19 20

4.6
4.2 4.4

4.8 4.9
4.5 4.54.5 4.4

21

4.7

22

4.8

表２－２－２－７　赤城山における酸性霧の調査結果

（平成22年度）

調査期間 ５月10日～12月6日
総測定時間 4,689時間57分
霧測定回数 51回
霧発生時間 548時間20分
霧発生割合 11.70%
測定項目 最高 最低 平均
導電率(mS/m) 40.6 0.9 8.1
pH 6.7 3.3 4.1
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＊１等価騒音レベル ： ある時間範囲Tについて、 変動する騒音レベルをエネルギー的に平均値として表したもの。 時間的に変動する騒音のある時間範囲

Tにおける等価騒音レベルはその騒音の時間範囲Tにおける平均二乗音圧と等しい平均二乗音圧をもつ定常音の騒音レベルに相当する。 単位はデシベ

ル （dB）

（1） 環境騒音測定結果

　現在、 騒音に係る環境基準は等価騒音レベル＊1を

もって評価しています。 各市町村が平成22年度に行

った環境騷音測定結果に基づく環境基準の達成状

況は、 表2－2－2－8に示すとおりです。

　時間帯別では、 夜間の環境基準達成率が低くなっ

ています。

７　環境騒音

表２－２－２－８　環境騒音達成状況

区
分

地　　　　　域
測定地
点総数

昼 夜
全時間帯

内
訳

類
型

区　　　　　分
環境基準 環境基準

地点数 比率（％） 地点数 比率（％） 地点数(率)

市　
　

部

総数 130 118 91 106 82 104（80）

内　
　
　

訳

Ａ
類
型

一般地域 19 19 100 17 89 17（89）

道路に面
する地域

2車線以上 0 － － － － －

特例区間 0 － － － － －

Ｂ
類
型

一般地域 37 37 100 31 84 31（84）

道路に面
する地域

2車線以上 4 4 100 4 100 4（100）

特例区間 28 23 82 20 71 20（71）

Ｃ
類
型

一般地域 14 14 100 12 86 12（86）

道路に面
する地域

1車線以上 4 3 75 4 100 3（75）

特例区間 24 18 75 18 75 17（71）

郡　
　

部

総数 6 6 100 4 67 4（67）

内　
　
　

訳

Ａ
類
型

一般地域 1 1 100 0 0 0（0）

道路に面
する地域

2車線以上 0 － － － － －

特例区間 1 1 100 1 100 1（100）

Ｂ
類
型

一般地域 0 － － － － －

道路に面
する地域

2車線以上 0 － － － － －

特例区間 3 3 100 3 100 3（100）

Ｃ
類
型

一般地域 0 － － － － －

道路に面
する地域

1車線以上 0 － － － － －

特例区間 1 1 100 0 0 0（0）

総　
　

計

総数 136 124 91 110 81 108（79）

内　
　
　

訳

Ａ
類
型

一般地域 20 20 100 17 85 17（85）

道路に面
する地域

2車線以上 0 － － － － －

特例区間 1 1 100 1 100 1（100）

Ｂ
類
型

一般地域 37 37 100 31 84 31（84）

道路に面
する地域

2車線以上 4 4 100 4 100 4（100）

特例区間 31 26 84 23 74 23（74）

Ｃ
類
型

一般地域 14 14 100 12 86 12（86）

道路に面
する地域

1車線以上 4 3 75 4 100 3（75）

特例区間 25 19 76 18 72 17（68）

（注）　特例区間 ：県告示において幹線交通を担う道路に指定された道路のうち２車線以下は道路端から15メートル、 ２車線を超える
ものは20メートルの範囲で、 この区間は特例基準が適用されます。
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（2） 道路交通騒音面的評価

　県では、平成22年度に道路交通騒音の面的評価を、

富岡市、 館林市、 邑楽町における４路線で行いまし

た。

　この評価は、 環境省から示されている 「騒音に係

る環境基準の評価マニュアル ・ 地域評価編 （道路

に面する地域）」 に基づき実施したものです。

　なお、 達成率は、 道路端から両側50mの範囲内に

ある住居等について推計した騒音レベルを基に、 そ

の範囲内の住居総戸数のうち環境基準を達成してい

る戸数の割合を算出した結果です。

　騒音は、 人が聞いて 「好ましくない音」 の総称で、 ない方が良いとされる音を指します。 工場から発生する機械

音や自動車のエンジン音を騒音と考える人は多いでしょう。 一方で、 木の葉のふれあう音といった自然の音を騒音

と感じる人は少ないと思います。 クラシック音楽のファンがロック音楽を聞くと騒音だと感じることもありますし、 逆に

ロック音楽ファンにとってはクラシックの音を騒音だと感じる人もいます。

　要するに、 私たちを取り巻くすべての音が、 あるときには必要で心地よい音であり、 あるときには不必要で不愉

快な音、 つまり騒音になりうるのです。

表２－２－２－９　道路交通騒音面的評価結果（平成22年度）

市町村 路線名
評価区間
延長 （㎞）

評価区間始点 評価区間終点
全時間帯
達成率 （％）

富岡市

国道254号 2.0 田島信号機 神農原西信号機 78.2

国道254号 0.9 七日市信号機 富岡高校前信号機 100.0

富岡神流線 1.0 しののめ跨線橋南信号機 新鏑橋手前 100.0

邑楽町 国道122号 5.9 太田市 ・邑楽町境界線 邑楽町 ・館林市境界線 99.7

館林市
国道122号 2.8 邑楽町 ・館林市境界線 北成島町交差点 84.8

板倉籾谷館林線 3.0 館林市楠町3629－1付近交差点 松原一丁目 100.0

■音の大きさのめやす

●木の葉のふれあう音

●静かな事務所内

単位：デシベル

●電車が通るときのガード下 ●雷鳴

●静かな乗用車 ●自動車の警笛(前方2m)●普通の会話

●電話のベル ●飛行機のエンジン近く●騒々しい街頭

●深夜の郊外 ●ささやき声 ●大声による独唱 ●騒々しい工場の中

●静かな住宅地の昼間 ●図書館

●蛍光灯のうなり（1m以内） ●地下鉄の車内

20 40 60 80

50
100 120

11030 9070



74

第２部　ぐんまの環境

表２－２－２－10　環境基準達成状況及び要請限度の超過状況（一般道路)

区域の区分 車線数

測　定

地点数

環 境 基 準

達 　 　 成

地 点 数

要 請 限 度

超 過

地 点 数

環 境 基 準

達成地点数

要 請 限 度

超過地点数

昼 夜 昼 夜

a区域 ２車線 2 2 0 2 2 0 0

b区域
２車線

４車線

12

4

8

3

0

0

9

3

9

3

0

0

0

0

c 区域

２車線

４車線

６車線

17

8

1

12

4

0

1

0

0

15

6

1

12

4

0

0

0

0

1

0

0

計 44
29

（66）

1

（2）

36

（81）

30

（68）

0

（0）

1

（2）
（注）1　計の(　)は比率(%)を表しています。

（1） 一般道路

　平成22年度は、 県内主要道路沿線の44地点で、 各

市町村により自動車騷音の測定が行われました。

　環境基準の達成状況及び要請限度の超過状況は

表2－2－2－10のとおりです。

　測定地点のうち29地点 （66%） が昼間及び夜間の

時間帯において、 道路に面する地域の環境基準を

達成しました。

　また、 自動車騷音の要請限度 （公安委員会に対

する要請及び道路管理者に意見を述べる際に自動

車騒音の大きさを判定する基準） では、 要請限度を

超えた地点はありませんでした。

（2） 高速道路

　東北縦貫自動車道、 関越自動車道新潟線、 関越自

動車道上越線 （上信越自動車道） 及び北関東自動

車道における沿線地域の騒音の状況を把握するため、

沿線市町村により自動車騒音測定を行いました。 その

結果は表2－2－2－11のとおりです。

８　自動車騒音

表２－２－２－11　環境基準達成状況(高速道路)

路 線 名 調 査 地 域 地域の類型 測定地点数
環境基準達成

地点数 比率（％）

東北縦貫自動車道
館林市 B類型 1 1 100

小　計 1 1 100

関越自動車道新潟線

前橋市 A類型 1 1 100

高崎市・渋川市・玉村町 B類型 9 8 88

渋川市 C類型 1 1 100

小　計 11 10 90

関越自動車道上越線

高崎市・富岡市 B類型 3 3 100

藤岡市・富岡市 C類型 4 4 100

小　計 7 7 100

北関東自動車道
前橋市 B類型 1 1 100

小　計 1 1 100

総　合　計 20 19 95

　上越新幹線 （昭和57年11月15日開業）、 北陸新

幹線 （平成９年10月１日開業） における沿線地域の

騒音 ・ 振動の状況を把握するため、 新幹線騒音 ・

振動測定を行いましたが、 結果は次のとおりです。

（1） 上越新幹線

　騒音環境基準の達成状況については、 表2－2－2－

12に示すとおりでした。 なお、 表2－2－2－13は、 平

成22年度に実施した新幹線鉄道騒音 ・ 振動の調査

９　新幹線鉄道騒音 ・ 振動
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結果です。

　それによると、 線路に近い25m地点を中心に新幹

線鉄道騒音に係る環境基準を超過した地点がありま

した。

　また、 振動については、 環境保全上緊急を要する

新幹線鉄道振動対策に示されている勧告指針値

（70デシベル） を各測定地点とも下回っていました。

（2） 北陸新幹線

　音環境基準の達成状況については、 表2－2－2－14

に示すとおりでした。 なお、 表2－2－2－15は、 平成

22年度に実施した新幹線鉄道騒音･振動の調査結

果です。

　それによると、 線路に近い25m地点に新幹線鉄道

騒音に係る環境基準を超過している地点がありました。

また、 振動については、 環境保全上緊急を要する

新幹線鉄道振動対策に示されている勧告指針値

（70デシベル） を各測定地点とも下回っていました。

表２－２－２－12　上越新幹線（上下線中心から25ｍ地点）

地域の類型 測定地点数
環境基準達成

地点数 比率(％)

Ⅰ類型 10 0 0

Ⅱ類型 2 1 50

計 12 1 8

表２－２－２－14　北陸新幹線（上下線中心から25ｍ地点）

地域の類型 測定地点数
環境基準達成

地点数 比率(％)

Ⅰ類型 6 5 83

Ⅱ類型 － － －

計 6 5 83

表２－２－２－13　上越新幹線鉄道騒音・振動測定結果

測 定 場 所
地域の

類　型

測定地点

側の軌道

列車平均速度

(㎞/h) 

測　定　結　果

騒音(dB) 振動(dB)

25ｍ25ｍ 50ｍ

藤岡市岡之郷 Ⅱ 下り側 218 77 75 53
高崎市木部町 Ⅰ 下り側 215 75 72 60
高崎市下佐野町 Ⅰ 上り側 192 73 72 51
（松田エレクトロニクス付近）
高崎市下佐野町 Ⅰ 上り側 198 72 71 46
（定家神社付近）
高崎市上佐野町 Ⅰ 上り側 171 74 69 48
高崎市飯塚町 Ⅰ 下り側 166 71 68 46
（オリオンハイツ付近）
高崎市飯塚町 Ⅰ 下り側 168 75 － 41
（東金井市営住宅）
高崎市問屋町 Ⅱ 下り側 175 71 70 52
高崎市下小鳥町 Ⅰ 下り側 191 71 71 57
高崎市福島町 Ⅰ 上り側 197 74 69 54
渋川市川島 Ⅰ 下り側 212 73 70 55
みなかみ町月夜野 Ⅰ 上り側 224 78 73 61

表２－２－２－15　北陸新幹線鉄道騒音・振動測定結果

測 定 場 所
地域の

類　型

測定地点

側の軌道

列車平均速度

(㎞/h) 

測　定　結　果

騒音(dB) 振動(dB)

25ｍ25ｍ 50ｍ

高崎市大八木町 Ⅰ 下り側 181 69 67 52
高崎市浜川町 Ⅰ 下り側 188 70 67 53
（浜川競技場付近） Ⅰ
高崎市浜川町 Ⅰ 下り側 209 71 70 57
（トヨナガ自動車付近）
高崎市箕郷町下芝 Ⅰ 上り側 201 69 68 55
高崎市三ツ子沢町 Ⅰ 上り側 234 70 67 53
安中市中秋間 Ⅰ 上り側 202 64 － 41
安中市中秋間 Ⅰ 下り側 248 67 － 43
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　本県では、 条例により航空機による商業宣伝放送

の規制を行っています。

　平成22年度は、 55回の商業宣伝放送が実施され

ました。 宣伝内容は、 自動車販売関係が全体の94%

を占めており、 １回あたりの平均実施時間は113分で

した。

（1） 県としての対策

　道路交通騒音の深刻な箇所のうち、 沿道の住居立

地状況を勘案し、 今後緊急度の高い箇所から低騒

音舗装等を実施し、 道路交通騒音対策の推進を図

ることとしました。

（2） 高速自動車道沿線騒音対策要望

　各高速自動車道における環境基準の達成及びそ

の維持については、 県内の沿線市町村から遮音壁

設置要望をまとめ、 平成22年８月に東日本高速道路

株式会社高崎 ・ 佐久管理事務所に要望を行いまし

た。

　また、 平成22年９月には関係県で構成する 「東

北 ・上越 ・北陸新幹線、 高速自動車道公害対策10

県協議会」 を通じて東日本高速道路株式会社に要

望を行いました。

（3） 新幹線騒音対策要望

　上越 ・ 北陸新幹線における環境基準の達成及び

その維持については、 平成22年９月に関係都県で

構成する 「東北 ・ 上越 ・ 北陸新幹線、 高速自動車

道公害対策10県協議会」 を通じて東日本旅客鉄道

株式会社本社及び独立行政法人鉄道建設 ・運輸施

設整備支援機構に要望を行いました。

　また、 測定の結果、 環境基準未達成地域があるこ

とから、 平成23年３月にJR東日本高崎支社に発生

源から出る騒音の防止対策をより一層強化するよう強

く要望しました。

（4） 工場 ・ 事業場等の騒音対策

　工場 ・事業場から発生する騒音、 建設作業に伴っ

て発生する騒音、 自動車の走行に伴って発生する

騒音、 飲食店営業等から深夜発生する騒音、 航空

機による商業宣伝放送に伴う騒音を規制しています。

　商業宣伝を除く騒音については、 市町村長に事務

委任されており、 騒音規制法及び群馬県の生活環

境を保全する条例に基づき、 規制基準の遵守及び

施設設置の届出が適正に行われるよう指導していま

す。

　市町村で実施した騒音特定工場等調査では、 63

の特定工場等を対象に調査が行われ、 39の事業場

で適合していました。

10　航空機による商業宣伝放送

11　騒音対策

（1） 振動の現状

　振動は、 工場、 建設作業、 交通機関等がその発

生源ですが、 これらの振動が問題となる事例では、

ほとんどが騒音の苦情を伴っています。

　本県では、 工場等から発生する振動及び建設作

業から発生する振動について、 振動規制法により昭

和53年４月から県下全市町村 （全域又は一部地域）

を振動規制地域として指定 ・適用しました。

　さらに、 群馬県の生活環境を保全する条例におい

て、 振動規制法の規制対象外である５施設 （圧延

機械、 送風機、 シェイクアウトマシン、 オシレイティ

ングコンベア、 ダイカストマシン） 及び１作業 （空気

圧縮機を使用する作業） を追加しています。

（2） 振動対策

　工場 ・事業場から発生する振動、 建設作業に伴っ

て発生する振動、 自動車の走行に伴って発生する

振動については、 市町村長に事務委任されており、

振動規制法及び群馬県の生活環境を保全する条例

に基づき、 規制基準の遵守及び施設設置の届出が

適正に行われるよう指導しています。

　市町村で実施した振動特定工場等調査では、 37

の特定工場等を対象に立入検査が行われ、 36の事

業場で適合していました。

12　振動の現状と対策
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＊１アンモニア ： 刺激臭のある無色の気体で、 圧縮することによって常温でも簡単に液化します。 畜産、 鶏糞乾燥、 し尿処理場などが主な発生源で、 粘

膜刺激、 呼吸器刺激などの作用があります。 し尿のような臭いがします。
＊2複合臭 ： 複数の原因物質が混ざり合うことによって、 様々な相互作用が起こります。 例えば、 別々に嗅ぐとそれほど強く感じない臭いでも、 混ぜて嗅ぐ

と強く感じることがあります。 このような相互作用が複雑に絡み合って、 １つの臭いが作り出されます （例 ： 香水）。 人間の嗅覚は、 このような相互作用

を全て加味して、 総合的に臭いを感じ取っています。

　悪臭防止法では、 アンモニア＊１等の特定の22物質

を対象とした物質濃度規制と、 複合臭＊2や未規制物

質にも対応できる臭気指数規制のいずれかにより、

悪臭の排出等が規制されています。 それぞれの規

制値は、 地域の実情を考慮して地域ごとに定められ

ています。

　悪臭に関する苦情は、 物質濃度規制では解決でき

ない事例や、規制地域外での事例が多い状況です。

　そのため、 本県では県内全市町村で臭気指数によ

る規制を行うことを基本方針に、 市町村と調整を行っ

ています。

　平成23年４月１日現在、前橋市、高崎市、桐生市、

伊勢崎市、 太田市、 沼田市、 館林市、 渋川市、 藤

岡市、富岡市、安中市、吉岡町、上野村、神流町、

下仁田町、 南牧村、 甘楽町、 草津町、 高山村、 片

品村、 川場村、 昭和村、 みなかみ町、 玉村町、 板

倉町、 明和町、 千代田町、 大泉町、 邑楽町の11市

12町６村が臭気指数規制地域として指定されていま

す。

　現在は未指定の市町村についても、 今後調整と行

い、 平成24年４月までに県内全市町村、 全区域へ

の臭気指数規制導入を目指しています。

　また、 臭気指数規制を導入した際に必要となる実

務知識の取得のため、 市町村職員を対象に、 平成

16年度より 「嗅覚測定法研修会」 を開催するなど、

実際に規制の運用にあたる市町村の支援に努めて

います。

　さらに、 規制地域内の事業者に対しては、 説明会

の実施等によって制度の普及啓発に努めるとともに、

今後も地域の実情を十分に考慮しながら、 悪臭防止

対策を推進していきます。

13　悪臭

図２－２－２－６　群馬県における悪臭防止法に基づく規制地域の指定状況

規　制　方　法 規　制　地　域

臭気指数規制

桐生市 （旧桐生市地域の一部）、沼田市、 館林市、渋川市、藤岡市、
富岡市、 安中市、 吉岡町、 上野村、 神流町、 下仁田町、 南牧村、
甘楽町、 草津町、 高山村、 片品村、 川場村、 昭和村、 みなかみ町、
玉村町、 板倉町、 明和町、 千代田町、 大泉町、 邑楽町

臭気指数規制
（中核市 ・特例市）

前橋市 （旧前橋市地域）、高崎市、 伊勢崎市、 太田市

※旧○○市とは、 それぞれ平成16年４月1日における市 （町） を指します。
※太字は平成23年４月1日で新たに全域指定した町村、 斜字は一部地域の指定から全域指定に変更した市町村を表し
ます。
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悪臭とその評価方法コラム

　悪臭は、 いやなにおい、 不快なにおいの総称です。 においの感じ

方は個人差が著しく、 またにおいへの順応性も見られることから、 騒

音 ・ 振動とともに 「感覚公害」 と呼ばれています。

　本県では、 平成16年度から臭気指数規制を導入しており、 現在は

県内の規制地域全てが臭気指数で規制されています。

＜臭気指数規制の特徴＞

　①多種多様な 「におい」 の物質 （約40万種） に対応可能である

　②においの相加 ・ 相乗等の効果を評価できる

　③嗅覚を利用することで、「におい」 の程度をイメージしやすい

　④住民の悪臭に対する被害感覚と一致しやすい

　⑤国際的に実施されている方法である

　臭気指数は、 どれくらい希釈をしたら感知できなくなるかを人間の嗅覚を用いて測定し （嗅覚測定法）、 その希

釈倍数から指数計算により求めます。 なお、 規制基準は、 規制地域毎に敷地境界線上において臭気指数10か

ら21の範囲で定めることになっており、 気体排出口、 排出水の規制基準については、 この基準をもとに算出され

ます。

　参考）100倍希釈で臭気を感知することができなくなった場合、 臭気指数は10×log （100） ＝20となります。

　｢家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進

に関する法律｣ （以下 ： 家畜排せつ物法） が完全

施行され、 家畜排せつ物の管理については、 畜産

農家は法律の基準を遵守することが義務づけられま

した。 また、同法に基づく国の基本方針変更に伴い、

20年５月に 「群馬県家畜排せつ物利用促進計画」

を見直し、 27年を目標年度としてたい肥の利活用を

積極的に進めることとしました。

　この中で、 畜産農家は、 家畜排せつ物の適正管

理に加え、 耕種農家との連携により、 家畜ふんたい

肥の農地への還元を基本とした有機質資源としての

有効活用を図ることが求められています。

　これらに対処するため、 畜舎等の周辺環境の保全

とともに、 畜産農家の経営の安定が図られるよう、 平

成22年度は次の事業を実施しました。

（1） 地域と調和した畜産環境確立事業

ア　家畜ふんたい肥流通利用支援

　これまで家畜排せつ物法に対応するため、 家畜

排せつ物処理施設を整備し、 畜産農家の周辺環

境の保全を支援してきましたが、 21年度 （21～23

年） からは地域における資源循環型農業の推進

及び畜産経営の健全な発展を図ることを目的とし、

たい肥流通のために必要な機械 ・ 施設の整備を

行える事業を開始し、 22年度は３地域で事業を実

施しました。

イ　畜産環境リース整備促進

　畜産環境整備リース事業の特別緊急対策 （1/2

補助付きリース事業） により、 ㈶畜産環境整備機

構から、 特別対策機械を借り受けた団体が支払う

べき当該年度の附加貸付料の一部を助成し、 施

設の整備促進を行いました。

（2） バイオマス利活用推進事業

　地域の環境保全を図るため、 県及び地域機関によ

る、 畜産に起因する苦情の実態調査及び巡回指導

等を実施しました。

　また、 たい肥流通を促進するため、 たい肥施用に

よる実証展示ほを県内３地区に設置し、 地域の特徴

を活かした資源循環型農業の推進を図りました。

　さらに、 指導者の資質向上を目的に環境汚染防止

技術研修会への参加を促すとともに、 畜産農家 ・耕

種農家向けに良質たい肥の生産と流通 ・ 利用を促

す目的で、「耕畜連携たい肥利用推進研修会」 を農

林水産省関東農政局と共催で開催しました。

　また、水質汚濁防止法 ・悪臭防止法対応を踏まえ、

排水 ・臭気対策等の研修会 （畜産環境研修会）や、

尿汚水処理水の水質検査等を実施し、 施設管理の

14　畜産環境

　嗅覚測定法の実施風景
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指導を行いました。

　なお、 畜産経営に起因する公害苦情発生状況は、

表2－2－2－16に示すとおりでした。

（3） 臭気対策事業

ア　家畜排せつ物臭気対策モデル事業

　本県で開発した脱臭装置 （軽石脱臭装置 ・ ファ

イバーボール脱臭装置） を県内11ヶ所にモデル

設置 （21年度） し、 平成25年度まで実証データ

を収集し、 その効果を検証するとともに、 畜舎等

の周辺環境の保全と、 畜産経営の健全な発展を

図る目的で、 普及 ・推進を図っています。

イ　家畜排せつ物臭気対策事業 （平成22～24年）

　県内の畜産経営に起因する苦情の６割以上が悪

臭関連事案であり、 畜産業の健全発展のために

は悪臭防止対策が重要です。 そこで、 群馬県で

開発した脱臭装置等の導入費等を補助し、 畜産

臭気の問題を抱えている地域の生活環境改善を

目的に補助事業を平成22年度から開始しました。

　 （22年の実績沼田市に脱臭装置を２基設置）　

表２－２－２－16　畜産経営に起因する苦情発生状況（平成21年７月１日～平成22年６月30日）　（単位：件）

種類
地域 水質汚濁 悪臭発生 害虫発生

水質汚濁と悪
臭発生

水質汚濁と害
虫発生

悪臭発生と害
虫発生

水質汚濁と悪
臭発生と害虫
発生

その他 計

中 部 地 域 4 31 3 1 0 5 0 10 54

西 部 地 域 0 14 0 4 0 1 0 5 24

吾 妻 地 域 0 3 0 0 0 0 0 5 8

利根沼田地域 0 1 1 1 0 0 0 0 3

東 部 地 域 0 23 2 1 0 0 0 6 32

計 4 72 6 7 0 6 0 26 121
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＊1株式会社ウェザーニュース第一回 「花粉症調査結果」（2010年３月4日発表） より
＊2花粉の少ないスギ木の成長や幹の通直性等に優れたスギの 「精英樹」 を対象に、 雄花の着花量を継続して調査した結果、 雄花の着花が極めて僅か

であるスギのことです。

　その中でも花粉を全く生産しないものを 「無花粉」 品種、 平年で雄花が全く着かないか、 又は極めて僅かしか着かず、 花粉飛散量の多い年でもほとん

ど花粉を生産しないものを 「少花粉」 品種、 雄花の着生が相当程度低いものが 「低花粉」 品種と定義されています。
＊3苗木の生産に必要な種子を採取するために設けられた樹木園
＊4スギと同様に、「精英樹」 を対象に、 雄花の着花量を継続して調査した結果、 平年で雄花が全く着かないか、 又は極めて僅かしか着かず、 花粉飛散量

の多い年でもほとんど花粉を生産しないものが 「少花粉」 品種と定義されています。
＊5H22群馬県森林林業統計書より民有林と国有林を合わせた森林総数425,054ha。

　この内スギ79,325ha ・ ヒノキ24,134ha

　これまでは５人に１人が 「花粉症」 であると言われ

ていましたが、 平成22年３月に民間の気象情報会社

が行った調査＊１では、 およそ３人に１人が発症して

いるという結果がでました。

　また発症者の割合を都道府県別に見ると、 群馬県

は何と全国第２位 （38.04％）。 過去５年間の総花粉

飛散数が全国第３位であったことも影響しているよう

です。

　花粉症発症メカニズムについては十分に解明されて

いないため、 原因の究明や予防及び治療といった医

療面での対策が第一ですが、 花粉の発生を抑える対

策を総合的に進めることも欠かせません。

（1） 花粉症対策品種の開発と普及

　群馬県では、 独立行政法人森林総合研究所林木

育種センターや他都県と連携して、 花粉症対策苗木

の生産を進めています。

　スギについては、 平成３年度からスギの雄花の着花

量調査を行い、 平成12年度までに 「花粉の少ないス

ギ」 ＊２３品種を選抜しました。 これに近県から選抜さ

れたスギも含め、「花粉の少ないスギ」 から種を採るた

めの採種園＊３を造成しました。

　平成17年度から種を採り始めて生産者に配布して育

苗し、 平成21年度からは県内に植えるスギ苗木はほぼ

すべてが花粉症対策スギになっています。

　一方、 ヒノキについては、「花粉の少ないヒノキ」 ＊４を林木

育種センターから購入し、 平成23年春に植栽、 平成

25年度から種を採る準備を始めています。

　また、 スギ ・ ヒノキの花粉症対策苗木のほかにも、 コ

ナラなど広葉樹の苗木生産や植栽についても助成を行

うなど、 多様な森林づくりに努めています。

（2） 伐採や樹種転換による発生源対策

　群馬県内の森林のおよそ25%＊5がスギとヒノキの人

工林です。

　群馬県で花粉飛散数が多いのは、 山間部の中で

も人家に近い場所にスギやヒノキなどの人工林が多

いためではないかと推測されます。

　これら人工林の多くは植えてから50年くらい経過していま

すが、手入れが行き届かず放置され、葉が枯れあがった

り、 土が流れて根が浮いたりするなど、 台風などの気象

災害を受けやすいところもあります。

　そこで、 花粉の発生源対策として、 手入れの行き

届かない人工林を中心に伐採をして花粉対策苗木

や広葉樹に植え替えたり、 間伐などの手入れを積極

的に行うなど、 森林全体を元気にリフレッシュさせる

施策を展開しています。

15　花粉症対策

表２－２－２－17　花粉症の発症者割合が多い都道府県別ランキング

順位 都道府県名 発症者割合
（参考） 過去5年
総花粉飛散数順位

１位 静岡県 38.16% 10位
２位 群馬県 38.04% 3位
３位 山梨県 37.32% 24位
４位 栃木県 36.91% 26位
５位 三重県 36.85% 21位
６位 岐阜県 36.68% 1位
７位 埼玉県 36.57% 6位
８位 神奈川県 36.39% 16位
９位 東京都 36.18% 12位
10位 茨城県 34.87% 13位
42位 青森県 25.13% 34位
43位 長崎県 24.91% 41位
44位 富山県 24.75% 23位
45位 鹿児島県 21.33% 29位

全国平均　32.20%

㈱ウェザーニュースの携帯サイトの利用者を対象とした調査平成22
年２月20日～22日の３日間で合計53,946人が回答

出荷を控えた花粉症対策苗木 （スギ）


